
- 1 - 

 船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年７月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和２年１月１０日 １７時００分ごろ以降の出港時刻～１１

日 ０８時５０分ごろの間） 

発生場所 不明（鹿児島県いちき串木野
く し き の

市土川
つちかわ

漁港～同市串木野港西方沖の間） 

事故の概要  漁船栄
さかえ

丸は、い
．
か
．
釣り漁の操業中、船長が落水して溺水した。 

事故調査の経過  令和２年１月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 栄丸、０.６トン 

 ＫＧ３－３３４１１（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.３２ｍ（Lr）×１.７８ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成

６年８月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年１２月２日 

  免許証交付日 平成２８年３月２４日 

         （令和４年３月１３日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れのち雨、風向 北～東、風力 ２ 

海象：海上 平穏、水温 約１８℃ 

 事故の経過  本船は、船長がいか
．．

釣り漁の目的で、令和２年１月１０日１７時０

０分ごろ自宅を出た後、１人で乗り組み、土川漁港を出港した。 

 船長の家族は、船長がふだん１８時過ぎには帰宅していたものの２

３時を過ぎても戻ってこなかったので、他の家族（以下「発見者Ａ」

という。）に相談した。 

発見者Ａは、陸上から土川漁港や付近の沿岸を捜索したが本船及び

船長を発見することができなかったので、船長の知人（以下「発見者

Ｂ」という。）と共に海上から捜索することにした。 

発見者Ａは、１１日０７時３０分ごろ発見者Ｂの船に乗船していち
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き串木野市羽島漁港を出港し、串木野港西方沖を捜索中、漂流してい

る本船を認めて接近したところ、０８時５０分ごろ、船長が‘本船の

右舷船尾部外板外側に取り付けられた輪っか状のロープ’（以下「本

件ロープ」という。）に右足首を引っ掛けてうつ伏せの状態で浮いて

いるのを発見した。 

発見者Ａは、すぐに発見者Ｂと協力して船長を本船に引き揚げた

後、警察に連絡し、本船をえい
．．

航して羽島漁港に入港した。 

船長は、病院へ搬送され、溺水の疑いがあると検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の状況、写真２ 本件

ロープ等の状況、写真３ 発見時の船長の状況（再現） 参照） 

 その他の事項  本船は、他船と衝突したような痕跡が船体に認められなかった。 

本船は、発見時、左舷船尾側に動力漁船登録票に記載された機関

（以下「２５馬力の船外機」という。）が、右舷船尾側に補助として

５馬力の船外機が設置されていたほか、船尾外板船外側の両舷にそれ

ぞれ足先を掛けられる大きさの輪っか状のロープが取り付けられてい

た。 

 本船は、発見時、２５馬力の船外機が完全にチルドアップされた 

状態で、また、５馬力の船外機が途中までチルドアップされた状態で

停止されていた。 

 本船は、発見時、左舷船尾側から出された釣り糸が途中で切れ、同

糸の一部が５馬力の船外機のプロペラに絡まり、さらに釣り糸に絡ま

ったいか
．．

針が甲板上に置かれていた。 

 本船は、発見時、いけす
．．．

にいか
．．

が４匹入っていた。 

 船長は、発見時、ヤッケ、雨合羽のズボン及び救命胴衣を着用して

いた。 

 船長は、高血圧の薬を服用していたもののその他には持病等がな

く、また、飲酒もしていなかった。 

 船長は、携帯電話を所有していたものの、日頃から操業時には携行

していなかった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水の疑いがあると考えられる。 

 本船は、船長が、１０日１７時００分ごろ以降に土川漁港を出港 

した後、１１日０８時５０分ごろ本件ロープに右足首を引っ掛けてう

つ伏せの状態で浮いているところを発見されたことから、この間にお

いて、落水したものと考えられる。 

 本船は、発見時、左舷船尾側から出された釣り糸が途中で切れ、 

同糸の一部が５馬力の船外機のプロペラに絡まり、さらに釣り糸に絡
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まったいか
．．

針が甲板上に置かれていたこと及び船長が本件ロープに右

足首を引っ掛けてうつ伏せの状態で浮いていたことから、船長が５馬

力の船外機のプロペラに絡まった釣り糸を取り外す目的で、本件ロー

プに右足を掛けて船外作業を行っていた際に落水した可能性があると

考えられるが、目撃者がいないことから、落水した状況を明らかにす

ることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、土川漁港から串木野港西方沖において、いか
．．

釣

り漁の操業中、船長が落水して溺水したことにより発生したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・操業中は、十分に注意して落水防止に努めること。 

 ・１人で漁労に従事する際には、連絡が取れるように防水を施した 

携帯電話を携行することが望ましい。 



- 4 - 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港界 

本船が発見された場所 

（令和２年１月１１日０８時５０分ごろ発見） 

 

（令和２年１月１０日１７時００分以降に出港） 

鹿児島県 

土川漁港 

鹿児島県 

いちき串木野市 

羽島漁港 

串木野港 

沖ノ島 

薩摩沖ノ島灯台 
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写真１ 本船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件ロープ等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５馬力の船外機 

本件ロープ 

５馬力の船外機が取り付け

られていた場所。 

左舷船尾部外板外側に取り付けられた 

輪っか状のロープ 

５馬力の船外機 
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写真３ 発見時の船長の状況（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右足首が本件ロープに

引っ掛かった状況 

うつ伏せの状態で

浮いていた（代

役） 


